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賃貸住宅経営者が知っておきたい
「保険」の基礎知識

台風や大雨による「河川の氾濫」、「床上浸水」、大地震

による「建物の倒壊」など、大きな被害をもたらす自然

災害は、賃貸経営にとって大きなリスクです。さらに不

注意による「火災」も、決して他人事ではありません。

賃貸住宅が被害にあった場合、修繕に費用がかかり、最

悪の場合は建て替えなければならない可能性も。修繕

や建て替えが終わるまでは、「家賃収入」は入ってきませ

ん。ですが、きちんと「保険」に入っていれば、賃貸経営

への影響を小さく抑えることができます。保険への加入

は賃貸経営に不可欠なものだといえます。

もしもの災害に備える必要

右上のグラフは、地震保険の加入率の推移です。一般の

家庭では30%以上になっていることがわかります。

火災保険に地震保険を付帯している率は60%以上で、

多くの方が地震への備えをしていることがわかります。

賃貸経営者は一般の家庭以上に災害への備えを考える

必要がありますから、保険についてしっかりと検討する

必要があります。

現在保険に加入されているオーナー様も、ぜひもう一

度保険の内容を確認しておくとよいでしょう。

災害への備えのためにぜひ内容の見直しを

賃貸住宅には、家主が加入する火災保険と入居者が加

入する火災保険があります。一般的には「建物」を補償

する火災保険は家主が、「家財」を補償する火災保険は

入居者が加入します。それぞれ、基本の火災保険の内容

にプラスして必要な特約を付ける必要があります。

家主と入居者、それぞれが保険に加入

保険の詳しい種類については裏面で
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■地震保険の加入率

監修：株式会社 アセットコンサルティングネットワーク
　　　代表取締役　大城嗣博

■賃貸住宅に必要な保険

オーナーが加入する保険 入居者が加入する保険

「建物」の補償

「施設賠償責任」
「家賃補償」

「家財」の補償

「借家人賠償責任」
「個人賠償責任」
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基本は火災保険。さらに様々な特約で
目的にあった保険を組み立てます。

オーナー様は必ず「火災保険」に加入しましょう。一般的に銀

行から融資を受ける際には火災保険をかけることが条件と

なっています。

「火災保険」の対象となるのは「建物」と「家財」です。「火災保

険」という名称ですが、火災だけでなく、落雷、風災、雹（ひょ

う）災、雪災、水災、水漏れと、様々な災害をカバーしています。

車の衝突といった外部からの衝撃による破損も対象です。

「地震保険」は基本的に火災保険とセットで加入するもので

す。（右図参照）

「火災保険」では建物の価値を保険金額として設定しますが、

その金額には「時価」と「新価（再調達価額）」の2通りがありま

す。「時価」は、時間の経過とともに建物の価値が下がっていく

ことを反映し、現時点での価値を表したものです。たとえば、

6000万円で建てたアパートが経年により3000万円になってい

れば、これが補償される上限額となります。もし全焼してし

まった場合、「時価」での補償では事業の再建が難しいケース

もあります。「新価（再調達価額）」なら、今、同程度のアパート

を建てるならいくらかかるかを基準とするので、アパートの再

建はしやすくなります。以前は「新価保険特約」を付ける必要

がありましたが、現在の火災保険は「新価」での契約が一般的

となっています。

地震による被害の場合、契約内容により保証範囲は様々で

す。もし全壊した場合に保険で建て直せるかどうかをきちん

と把握して契約しましょう。

火災保険と地震保険は加入しておきたい

補償額について確認しておきましょう

地震保険の補償額には注意が必要
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「施設管理者賠償特約」
アパートの欠陥などによって入居者や近隣住人に被害を与

えるようなケースに備えるものです。たとえば、排水管か

らの水漏れで入居者の家財道具を汚損した場合や、強風で

建物の一部が飛ばされ通行人に怪我をさせた場合などが対

象です。

「建物電気的・機械的事故特約」
建物に備え付けられたエアコン、給湯設備、TVアンテナ

などの「機械設備」の故障を補償するものです。長年の使

用により老朽化で壊れた場合は補償されません。

「家賃担保特約」
事故や火災で入居者がアパートに住めなくなった時に生じ

る「家賃の損失」を補償します。

■他にも様々な特約があるので検討しましょう。

■一般的な保険の仕組み（保険会社により異なります）
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保険の対象

火災、落雷、ガス爆発、
風災、ひょう災、雪災

建物 家財

火災保険

地震保険

住宅火災保険

住宅総合保険

家財保険
主に入居者が加入する保険

水災、飛来、落下、衝突、
水漏れ、騒じょうによる
破壊、盗難など

地震、噴火、津波など
による損害
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